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Press Release 

令和７年１２月議会提出議案について 

 

令和７年１２月議会に提出します議案につきましては、条例関係１０件（亀山

市行政組織条例及び亀山市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の

一部改正ほか）、補正予算関係６件（令和７年度亀山市一般会計ほか）の計１６

件を予定しています。 

 

条例関係の主なものとしまして、亀山市行政組織条例及び亀山市教育に関す

る事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例について、令和８

年度を始期とする第３次亀山市総合計画に掲げる施策・事業を推進するに当た

り、市民文化部の分掌事務に「博物館に関する事項」を新たに加え、スポーツに

関する事務の職務権限を市長から教育委員会に移行するため、所要の改正を行

うものです。また、亀山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の制定について、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により

「こども誰でも通園制度」が創設され、本市における乳児等通園支援事業の設備

及び運営の基準を定めるため、本条例を制定するものです。 

 

補正予算関係の令和７年度亀山市一般会計補正予算につきましては、歳入歳

出それぞれ３億７，８１１万５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ２４１億２，９２３万６千円とします。 

主な内容は、国の人事院勧告による国の一般職の職員の給与改定の取扱いに

準じた市の一般職の給与改定などにより、一般職員人件費１億９，９７０万９千

円を増額します。また、介護給付費等に係る利用者数の増加により、障がい者支

援事業において、扶助費５，２００万円を増額するものです。 

 

なお、補正内容及び議案の詳細は、別添の令和７年１２月亀山市議会定例会 

議会運営委員会資料及び別に配布しています定例会資料によりご確認をお願い

します。 

 


